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第８回 ２０３０年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会 

令和８年１月３０日 

 

 

【林田課長補佐】  定刻となりましたので、ただいまより第８回２０３０年度に向けた総

合物流施策大綱に関する検討会を開催いたします。構成員の皆様におかれましては、御多忙

のところ御出席賜りましてまことにありがとうございます。 

 本日の会議は対面とオンラインを併用して開催しまして、会議の模様は、別途、傍聴者に

もＴｅａｍｓで同時配信を行っております。傍聴者の方々につきましては、常時カメラオフ、

マイクオフでお願いいたします。構成員の皆さんにおかれましては、常時カメラオンとし、

マイクについては、御自身の発言時のみオンにしていただくようお願いいたします。 

 本日は御都合により髙岡委員、西成委員、服部委員が御欠席されております。また、堀委

員の代理として小林様が、村田委員の代理として木村様に御出席いただいております。 

 本委員会は公開で行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りますので、以降の進行につきまして、根本座長、よろしくお願いい

たします。 

【根本座長】  承知いたしました。皆さん、おはようございます。本日もどうぞよろしく

お願いいたします。 

 それではまず、議題（１）及び（２）について事務局から説明をお願いいたします。 

【髙田物流政策課長】  おはようございます。事務局、物流政策課長でございます。資料

１－１、１－２、資料２を一括して御説明させていただきます。 

 資料１－１でございますが、提言（案）の概要ということで、前回、初めの２枚をお示し

して、いろいろ御意見もいただいています。左上の箱のところですけれども、社会経済全体

が直面する現状・課題、右のほうで物流を取り巻く現状・課題ということで書かせていただ

いています。 

 また、今後の物流政策の方向性というところで、１番のところですが、自動化・省人化と

いうことを書いていましたけれども、モーダルシフト等御意見をいただいています。いろい

ろ含みますので、徹底的な物流効率化という書き方にしています。また、２番ですけれども、

トラック２法の関係などもここに入ってきていますので、産業構造の転換ということを入

れさせていただいています。その他、３、４、５ということで並べさせていただいておりま



 -2-

す。 

 ２枚目をお願いします。全体的にこの資料自体はすっきりさせていただいています。１の

ところですけれども、２つ目のポツです。しっかり書くようにという御意見もいただきまし

て、新モーダルシフト等の推進ということで書いています。 

 ２番のところですけれども、物流全体の最適化に向けたということで、産業構造の転換も

書いた上で、改正物流法の話、適正な運賃収受、それからトラック適正化２法の話をここに

入れさせていただいています。 

 また、３番ですけれども、物流人材の地位・能力の向上という、能力という言葉も入れた

上で、海技という言葉を入れていましたけれども、船舶という形で直させていただいていま

す。 

 また、４番ですけれども、物流標準化とＤＸ・ＧＸの推進ということで書いてございます。 

 ５番ですけれども、厳しさを増す国際情勢や自然災害等に対応したサプライチェーンの

高度化・強靱化とした上で、港湾のロジスティクスの話を書いていましたが、航空もという

ことで追記もした上で、サイバーセキュリティについても明示的に書かせていただいてい

ます。 

 ３ページ以降、本文等に出てきます施策を、関係の参考的な資料としてポンチ絵のような

形で入れさせていただいています。大体１つの柱について１枚になるように入れておりま

すので、また御覧いただければと思います。構成員の方から、この写真、業界の中で一部古

いんじゃないかとか御指摘もいただいているところでもありますので、またリバイスなど

はしていきたいと思います。 

 資料１－１は以上でございます。 

 資料１－２でございます。本文でございます。こちらについても、前回一通り御説明をさ

せていただいた上で様々御意見をいただいて、できる限り反映をさせていただいていると

ころでございます。変わったところを中心にかいつまんで御説明させていただければと思

います。 

 ２ページです。２７行目、８行目辺りからですけれども、国境を超えてランサムウェア攻

撃をはじめとするサイバー攻撃の話です。こういった事案が数多く発生しているというと

ころの御意見をいただいており、追記をしてございます。 

 また、７ページです。一番下の行、多様な人材が活躍できる環境ということで、障害者の

関係も入れたらどうかという御意見をいただいて、明記させていただいております。後ろの



 -3-

ほうにも何回か出てくると思いますので、その辺りも対応してございます。 

 それから、１０ページ、１１ページ辺りでございます。前大綱における代表的指標の状況

と分析ということで、この数値のところを書かせていただいている上で、この５年間の評価

みたいなことを書いています。否定的に書いて終わりじゃなくて、この先どうやっていくの

かという課題対応型の書き方に全体を直させていただいております。これが１０ページ、１

１ページ、１２ページと続いていくものでございます。 

 モーダルシフトのところ、１３ページです。最後７行目、８行目辺りですけれども、鉄道・

海運の輸送力増強に向けた取組を引き続き推進というところも御意見をいただいておりま

して、書かせていただいています。 

 また、１４ページです。８行目、９行目の辺りですが、倉庫の関係でトラック物流Ｇメン

の対応ですけれども、トラック運送事業者だけでなく、倉庫事業者からの情報収集も可能と

いうことで御意見、対応させていただいております。 

 また、同じく１４ページ、２７行目辺り、物流標準化や物流ＤＸ・ＧＸ、４本目の柱のと

ころですけれども、５本の柱の中でのある意味、この標準化の役割といいますか、ＤＸの役

割といったあたりを「新たな投資やイノベーション、価値創造の源泉となる」という枕言葉

で表現をさせていただいてございます。 

 １６ページ以降は、各５本の柱・施策ということで続いてまいります。徹底的な物流効率

化という中ですけれども、１７ページの３行目辺り、自動運転のところです。自動運転の実

用化を見据えた幹線輸送サービスの実証実験も含めた事業化への支援ということで追記を

してございます。 

 また、１８ページです。８行目、９行目、１０行目辺りですけれども、ドローン航路を利

用する運航事業者の収益性の改善に向けてということで、相互乗入れの話等を追記してい

ます。また、２６行目辺りです。鉄道貨物輸送の関係の効率化・省人化の取組の推進という

ことでも追記をしてございます。 

 １８ページ、（２）です。物流と輸送という言葉の整理ですけれども、効率的な物流体系

の構築に向けたということで、あと、新モーダルシフト、モーダルシフトをしっかり書けと

いう御意見もございました。この辺りを反映させていただいてございます。 

 １９ページに行きます。２２行目、２３行目辺り、倉庫やトラックターミナル等の物流拠

点での老朽化の進行とか、こういった供給力不足の課題について触れさせていただいた上

で、２８行目、９行目、鉄道・海運へのモーダルシフトの取組、従来、「加えて」という形
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だけ書いていましたけれども、それを一層強化するということで一旦書いた上で、「また」

というところで新モーダル、新しい部分につながっていくという形にしてございます。 

 ２１ページです。この辺りもモーダルシフトの追記です。４行目、５行目辺り、鉄道・海

運へのということで書いてございます。また、８行目、９行目辺り、トラック運送事業者が

鉄道・海運を利用しやすい環境づくりといったことにも触れた上で、２２行目辺り、航空輸

送における冷蔵・冷凍施設の整備についても触れさせていただいています。 

 それから、２２ページに行っていただいて、上のほうの２行目辺りです。生産から小売・

消費までの食料システムの関係者による連携ということで、小売業界がきちんと入ってや

っていくんだということでの御意見を書かせていただいています。また、共同輸送などの地

域間の連携ということで、車が足りなくて魚が運べないという話もあったかと思いますが、

その辺りの地域間の連携ということで書かせていただいています。また、９行目辺りですけ

れども、最後の辺り、品ぞろえ等に対する消費者の理解の醸成ということで追記をしてござ

います。 

 ２３ページです。１行目辺りですけれども、これはラストマイルの関係の文脈ですけれど

も、地域にとって不可欠な輸送力の確保や物流サービスの持続可能な提供などの実現とい

うことで書かせていただいております。 

 また、３７行目、下のほうです。エッセンシャルサービスについてということで、次のペ

ージに行きまして、公益的意義の社会的認知を向上と。また、経産省の制度になりますけれ

ども、金融支援等の制度的措置ということ、そして、１１行目、１２行目辺りでも、エッセ

ンシャルサービスの関係での連携ということでございます。 

 ２５ページに行っていただいて、２６行目から２９行目辺りです。施設管理者等と連携し

た館内配送とか、あるいは駐車マスの確保等、あと、駅構内の売店に商品を配送する際の鉄

道の活用ということでございます。 

 ２６ページに行っていただいて、３行目、４行目辺りです。発着荷主間の取引ということ

で、流通・小売業界の店着価格制を含む商品価格に占める物流費の可視化ということ、それ

から７行目、８行目辺りですけれども、納品までのリードタイムの延長によりモーダルシフ

トを促すことも重要だということ。それから、２０行目辺りですけれども、学校教育段階か

らの啓発ということに加えて、若者の目に触れやすいＳＮＳ等を活用した広報も重要だと

いうことでございます。 

 ２７ページです。１５行目辺りで倉庫業界や内航海運業界ということも追記してござい
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ます。また、２６行目です。取引実態等を踏まえた適切な制度設計、適正原価制度のところ

を着実に進めるということで追記をしてございます。また、３５行目辺りです。物流事業者

と直接の取引関係にない着荷主等の協力を促すことも必要であるということ。 

 また、２８ページになります。これも追記になりますが、倉庫業における価格転嫁と適正

取引ということの取組、また、取組環境の整備・改善ということ。それから、８行目、９行

目ですが、パートナーシップ構築宣言の引き続きの推進ということで入れさせていただい

ています。 

 ２９ページです。９行目辺り、トラックドライバーの経済的・社会的地位の向上、それか

らトラック適正化２法に基づく物流政策推進会議における議論を踏まえながらということ

で法律の関係を記載させていただいています。また、１６行目辺りです。トラック適正化２

法の実効性を確保するためには、荷主等が同法の趣旨を踏まえ、適正な事業活動を行ってい

るトラック運送事業者を適切に評価するということも重要であるとしてございます。 

 ２７行目辺りです。タイトルで地位・能力ということで入れさせていただいた上で、３６

行目辺りですけれども、労働参加に加えて、離職率の低下につなげるということも触れてご

ざいます。３０ページ辺りでは、１１行目、１３行目辺りで鉄道や航空についても追記をし

てございます。 

 ３１ページです。１２行目ですけれども、ダイバーシティや多角的なイノベーションの観

点から、多様な人材が活躍・交流できる物流産業への転換ということ、また、女性労働基準

規則の趣旨もということで御意見もいただいており、追記をしてございます。 

 それから、３０行目の最後から３１行目にかけてですが、この令和８年４月からというこ

とでありますけれども、物流統括管理者が取り組むべき投資に関する事例集の作成と、これ

は経産省のほうになりますけれども、その辺りについても追記をしてございます。 

 ３２ページです。２２行目辺りです。これも鉄道・航空についての担い手の確保というこ

とでの追記ということでございます。 

 ３３ページです。２５行目辺り、サプライチェーン全体の可視化ということです。なかな

かメーカーも卸も在庫なども可視化されていないという御意見もありましたが、この辺り

の可視化ということを入れてございます。 

 ３４ページです。パレットの関係です。１４行目辺りから、いろいろな費用分担の関係等

も官民一体となって検討を進めていくということとしております。 

 また、３５ページです。生成ＡＩ等の話も追記ということで書いていますし、自動倉庫と
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いうことも書かせていただいています。また、物流拠点、１５行目から１９行目辺りも、物

流拠点の関係でのサプライチェーンの結節点とか、こういった庫内作業の例示的な記載も

増やしてございます。 

 ３６ページです。２３行目から２５行目辺りですけれども、製品のトレーサビリティの向

上等、二次元コードやコード体系の活用の推進などについても検討を行っていくというこ

と。また、３６行目辺りですが、ＤＸ・ＧＸの進展による電力需要の増加に見合った脱炭素

電源の確保ということ。 

 それから、３７ページになりますが、２７行目辺りです。これは全ト協さんからでありま

すが、バイオ燃料の使用に当たっては、中小トラック運送事業者等の投資余力等にも配慮し

て、軽油に代わる代替燃料となるリニューアブルディーゼルや合成燃料などを活用するこ

とも重要だということで記載をしてございます。 

 また、３８ページ、９行目から１１行目辺りは、錨泊中のＬＮＧ燃料船へのバンカリング

等の課題ということで触れてございます。 

 また、３９ページ辺りです。厳しさを増す国際情勢や自然災害への対応ということで書か

せていただいていまして、４０ページの下３行、３５から３７行目辺り、港湾ロジスティク

スの強化ということでの追記、それから次のページへ行っていただいて、我が国に寄港する

国際基幹航路の維持・拡大を図るということ、競争力強化ということでの１０行目以降、こ

の辺りも書かせていただいています。また、３１行目から３３行目辺り、船舶の関係での、

造船業の再生もということで海運の国際競争力の強化ということでの取組を書いてござい

ます。 

 また、４３ページの７行目、８行目です。官民での海外におけるコールドチェーンの拠点

整備・確保や、我が国の高品質なコールドチェーン物流サービスに関する国際規格の普及と

いうことで言葉の追記をしてございます。 

 ４５ページです。８行目、９行目辺りからですけれども、情報セキュリティやサイバーセ

キュリティの確保が重要だということに触れた上で、１２行目辺りからですけれども、セキ

ュリティ対策評価制度について、実証事業等を通じた評価スキームの具体化や制度の利用

促進のための方策の検討を進め、令和８年度中の制度開始を目指すということを、経産省の

取組でありますが、追記をしてございます。 

 ４６ページ、４７ページ、この辺りは、少し場所を変えたりだとかそういうものがござい

ます。 
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 ４８ページ、７行目、８行目辺りですけれども、災害時に国が被災自治体に職員を派遣し

て、いろいろな物資輸送関係の支援を行うということ。 

 ４９ページでございます。大綱の推進体制のあり方ということで１６行目から２１行目

辺りを追記してございます。次の大綱の計画期間は５年間になりますけれども、ちょうど物

流革新の集中改革期間という２０３０年度の期間と相重なるというところでもありますの

で、輸送力の解消に万全を期すということはもとより、その先も見据えながら一丸となって

やっていきましょうということを書いてございます。 

 また、３４行目、３５行目になりますが、計画もつくって終わりということではなくて、

計画期間におけるＫＰＩの達成状況とか施策の実施状況のモニタリング等もしっかりやっ

ていくということを書いてございます。 

 また、５０ページ、まとめのところです。３行目辺りですけれども、やはりこれまでの取

組に加えて、２０２４年問題を契機とした官民での連携・協力の深化により、我が国の物流

を支えるための環境整備の機運はこれまでになく高まっていると。１１行目辺りですけれ

ども、未来を切り開くさらなる飛躍の５年間となるよう、責任と覚悟を持って一気呵成に施

策を推進していくことを強く望むということで締めさせていただいています。 

 資料１－２は以上でございまして、資料２の１枚ペラになります。こちらに移らせていた

だきます。資料２の関係ですけれども、前回の大綱時には、ＫＰＩの具体的な数値自体は検

討会の提言でも入ってこずに、これは数値目標ということで政府として決めるという、そう

いった整理でありました。今回の大綱も基本的な考え方は同様ではありますけれども、現時

点で我々が検討しているＫＰＩの項目についてお示しするということで、主なＫＰＩにつ

いて、まだ数字は入れられていないんですけれども、御説明するものでございます。５本の

柱ごとに並べて整理をさせていただいています。 

 物流の効率化ということで、自動運転トラックの導入台数。これはバスとかタクシーとか

トラックをまとめて１万台ということで交通政策基本計画のほうでは出させていただいて

おります。その中でトラックをどう扱うかと。それから、「新モーダルシフト」に関する指

標ということで、鉄道・海運はもちろんですけれども、航空だとか、あるいは自動運転トラ

ック、ダブル連結トラックあたりをどう盛り込んでいくのかということ。また、３つ目です

けれども、農水産品・食料品の輸送の割合ということで、こういったものの農水産品等の全

体のうち、船舶、鉄道、あと航空、これによって運ぶのがどれぐらいの割合なのかというこ

と。また、担い手不足の中でのいろいろな再配達の負荷を減らしていこうということでの宅
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配便の再配達率ということ。これは年２回調べていますけれども、こういったもの。また、

地方公共団体におけるドローン配送の社会実装件数ということで、トラックを補完する手

段としての、いろいろな地域の課題なりを解決していく、あるいは合意形成してしっかりや

っていくという意味での地方公共団体における社会実装の件数、こういったことを代表的

なものとして挙げています。 

 ２つ目ですけれども、改正物流法にも関連しますトラックの積載効率、それから荷待ち・

荷役等時間、また、物流業の労働生産性。この辺りは本体の資料１－２の１０ページ、１１

ページとかあの辺りにも今の計画との関係で数値がどうかということで載っているもので

あります。 

 また、３番になります。物流人材の地位・能力の向上と労働環境の改善ということで、年

間所得額の平均と平均労働時間ということで、全職業平均より労働時間は２割長くて、所得

は１割低いといった、そういったものをどう見ていくかということ。全産業との対比でやっ

ていくかということ。また、若年層はやはり全産業に比べて割合も低いということで、若年

層の割合。これは２９歳以下ということでありますけれども、割合を捉えていく。また、物

流に関する高度な教育プログラム等、これはＪＩＬＳさん等でやっていますものになりま

すが、修了者数というもので見ていきたいということであります。 

 右のほうへ行っていただきまして、物流標準化と物流ＤＸ・ＧＸの推進ということ。ちょ

っと標準化の関係の指標がまだここに挙げられていませんが、ＧＸ関係が主になりますけ

れども、これまでもあります大手輸送事業者の省エネの改善率ということ。それから、脱炭

素化された物流施設とか、あるいはカーボンニュートラルポートの普及状況、こういったも

のを挙げさせていただいています。 

 また、５番になりますけれども、サプライチェーンの高度化・強靱化ということで、我が

国の空港や港湾の国際競争力に関する指標。国際基幹航路の輸送力等になろうかと思いま

すが、こういったもの。また、サイバーポートへ接続可能な法人の数。それから、我が国の

物流事業者の海外の進出状況。実際の実績を取っていくということでございます。また、農

林水産物・食品の輸出額ということで、輸出拡大に向けて戦略的なサプライチェーンの構築

を進めていくということでの輸出額ということを目標として置いてございます。また、物流

事業者の災害対応能力を強化していくということでのＢＣＰの策定の割合だとか、また、災

害時の民間物資拠点、下から２つ目ですけれども、全国１,８００か所ぐらいありますが、

これへの非常用電源設備の導入の完了率とか、支援物資物流に関する官民協力、市町村と協
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定を締結していこうということ。下の２つは国土強靱化等にも入ってございますが、こうい

ったものを挙げさせていただいています。 

 以上、ＫＰＩの関係についても御説明させていただきました。恐らくこの後御意見をいた

だくかと思いますが、いろいろ数値も関係するものでもあり、政府内の調整ということもや

っていかなくてはいけないということなので、どこまで取り入れられるかは分かりません

けれども、努力はしていきたいと思いますし、今後の政府の中での議論の参考にさせていた

だきたいと思っております。 

 駆け足になりましたけれども、御説明は以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございました。それでは、議題（３）、意見交換に移りたいと

思います。その際、今日は大きく、提言（案）の部分と、資料２のＫＰＩの考え方の御説明

がありました。したがって、最初に提言（案）について、もし何か御意見があれば、最初に

お伺いしたいと思います。 

 いつものように、御意見のある構成員の皆様におかれましては、挙手をお願いいたします。

ウェブにて御出席の皆様におかれましては、Ｔｅａｍｓの挙手ボタンを押して手を挙げて

いただくようお願いいたします。 

 それでは、いかがでしょうか。馬渡さん。 

【馬渡委員】  全ト協から出てきております馬渡でございます。これまでのいろいろな意

見、要望等については、提言集に多く盛り込んでいただきまして、本当にありがとうござい

ます。ただ、今日は、私は中小のトラック事業者ですけれども、中小トラック事業者の立場

でこの大綱をじっくり見てみたところ、いささか気になる点がありましたので、４点ほど述

べさせていただきたいと思います。 

 １点目は、２０ページの２５行目に「中小トラック事業者等が中継輸送に取り組みやすい

環境整備」とあります。多分、２０３０年までには高速道路以外で自動運転などが進んでい

くとは思っていないんですけれども、もしも高速道路以外に中継輸送拠点が整備されると

いう場合は、高速道路から一旦下りて、退出して利用するということになります。国で認め

ていただいている中継輸送拠点の利用の場合、高速を下りても一時退出扱いというふうな

ことを考えていただくと、利用促進につながるんじゃないかなということを考えました。 

 ２点目は、３２ページの３２行目、トラックドライバーの休憩環境の改善というのがあり

ます。なかなか書きにくかったのかもしれませんけれども、６行ぐらいしか書いていないん

ですが、できれば、中継輸送拠点の整備をされる場合に、高速道路にはトイレがあったりと
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か、コンビニがあったりとか、買物ができたりとかいうところはありますけれども、高速上

であっても、中継輸送拠点の整備と併せて、仮眠施設の整備とか、シャワー、コインランド

リー、コンビニ等を併設とするというふうなことを進めていただくと、ものすごく環境の改

善になりますので、ぜひお願いしたいなと思っています。 

 ３点目は、３４ページの１０行目です。標準仕様パレットの導入促進というふうに書いて

あります。これも全農の神林さんたちとも何年も前から農水省さん、ＪＡ全農さんと一緒に

標準仕様パレット導入というのを取り組んでいますけれども、まだまだ徹底されていない

というふうに思っています。もうそろそろ２０３０年に向けて、自動化とか標準化とかいう

話をされるのが絶対であれば、ここは１６ページの２行目には文言として「徹底的な物流効

率化」というふうに書いてありますので、これに倣ってじゃないですけれども、徹底的な標

準パレットの導入をやりましょうというような強いメッセージを国や行政より出さないと、

やれる人がやったら、みたいな話だとなかなか進まず、結局、全体の自動化とか標準化のと

ころに支障が出てくるんだろうと思っています。 

 最後、４つ目です。中小のトラック事業者からすると、今一番困っているのは何かといえ

ば、もちろん軽油の燃料代が上がっている部分はそうなんですけれども、人手は何とか外国

人の特定技能の方々を入れていただいて何とかなるのかなと思います。ところが、肝心のト

ラックを買えなくなってきているんです。商工中金さんなんかにもお話を聞くと、商工中金

さんがびっくりされたのは、今まで新車を導入するときに融資をしていたのに、この頃は中

古車を買うのに融資してくれという話が増えてきましたということで、実態として結局、新

車が高くなって買えない。中古車も高いからやっぱりお金を借りないと買えないというこ

とがもう進んできています。 

 ですから、自動物流道路とか全自動自動車とか全自動運転ですとか、そういうものが進ん

だときの中小事業者の役割があると思うんです。ですから、そういうものも少し書いていた

だくと、みんな心配なく事業を続けていこうというモチベーションになるのかなと思いま

す。これから２０３０年に向けて非常にもう大転換になると思いますし、カーボンニュート

ラルが同時に進むものですから、みんな悩んでいます。悩んでいますので、その辺のところ、

こういうふうにして、カーボンニュートラルに関してバイオ燃料のことも書いていただき

ました。これもありがたいんですけれども、何とかやっていけば事業を続けていけるな、全

自動運転車は買えないけれども、我々の役割というのはこういうところにあるんだ、という

ものも少し指標を示していただけるとうれしいなと思っています。 
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 以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございました。ウェブのほうから手が挙がっております。北條

委員、お願いいたします。 

【北條委員】  ありがとうございます。日本ロジスティクスシステム協会の北條です。全

体の感想を述べた後、２点申し上げたいと思います。 

 １つ目、全体の感想なのですけれども、前の物流施策大綱とよく比べられて、何か夢がな

いよねという話があって、僕もそう思っていたのですけれども、出来てきてみると、これは

現実をリアルに見据えた“写実的な”ものになっていると思っています。そういう意味から

いうと、２０３０年まであと４年ですので、いいものが出来つつあると思っています。 

 ただ、やはり残念なのは、施策大綱であって、政策の話ができていないので、例えば国際

競争力の強化の話になったときに、港湾の配置論であるとか、世界標準であるシー・アンド・

レール、こちら側の言葉で言うとモーダルシフト、その辺があまり踏み込めていない感じは

いたしました。施策大綱としての限界かなと思っています。 

 まず１つ目なのですけれども、現状認識のところです。資料１－１にも出てまいりました

けれども、２０２４年問題は解消されたという表現があるのですが、これは解消されたと言

うと、何も起こらなかったというふうに見えてしまうと思っています。実際運べたのはマク

ロであって、月間計、品目計、地域計であって、個々に見ると結構運べないとか運びにくく

なったという結果が我々の会員に対するアンケート調査でも出ています。 

 何でマクロで運べたかというと２つあって、一つは輸送需要が想定よりも３億トン少な

かった。１９年度を基準にしてです。それからもう一つはロードファクターが上がったこと

です。これは１９年度に比べると９％上がって４０％台に突入しています。この２つが奏効

している。特にロードファクター、積載効率が上がったというのは、これも会員アンケート

調査で分かるのですけれども、リードタイムを延ばすことを発着荷主さんでやり始めてい

るのです。このような取り組みもだんだん普通になってきているということで、荷主企業の

行動変容があったおかげで何とか運べたということだと思います。３０年は、第３回検討会

で発表しましたけれども、ロードファクターの向上だけではとても運び切れないような不

足が出る予想ですので、２０２４年度の実情に加えてこのことも誤解されないように表現

することが望ましいと思います。「何とか運び切れた」という書き方は変なので、解消でき

たではなく、例えば「克服できた」など。そのようなニュアンスです。 

 それから２つ目。適正原価について、今、一部の大きな話題になっていると思います。前
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回、制度設計が大事だと発言したと思います。それをちゃんと入れていただいてありがとう

ございます。ただ、目的そのものは価格転嫁というように本文にも書かれています。価格転

嫁は大事なのですけれども、僕は価格転嫁はプロセスの途中だと思っています。最終的には、

資料１－１の中にもありましたけれども、業界の構造変化、これに辿りつけないといけない

と考えます。そこはしっかりと、価格転嫁が最終ゴールではないこと、これは私としてはし

っかりと言っておきたいと思います。 

 ちなみに、適正原価の総額がどれぐらいになるのかを、「赤字補填」の考え方で試算して

みました。全ト協さんの経営分析報告書で公表されている数字を使って推定すると、令和５

年度に赤字を出している車両規模２０台以下の事業者全体で、約７７６億円になります。７

７６億円と言われてもピンとこないので、ほかの数字を２つ紹介します。一つは、荷主の物

流コストにどれぐらい影響を与えるかです。私どもの試算だと０.３％ぐらいです。０.３％

って少ないじゃないかと思うのですけれども、２０１２年度から２０２４年度までの売上

高物流コスト比率の年平均増加率が１％ですので、１％に対する０.３％は結構大きいと思

っています。あともう一つ、赤字補填というと、ローカルバスです。バスの赤字補填に２４

年度どれぐらい使っているかというと大体２００億円ということなので、７７６億円は、仮

に適正原価を赤字補填と見做せばですが、なかなか重みのある数字だと思っています。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。小菅委員、お願いい

たします。 

【小菅委員】  恐れ入ります。先ほど中小トラック事業者様のお話が少し出てきましたの

で、ちょっとそれに関連するんですけれども、まさにお話のとおり、ハード面の支援という

のはお話の内容のとおりだと思っています。もう一つ、やっぱり中小事業者さんの事業継続

というのを強烈に意識しなきゃいけませんので、そういった中では、まさに法令遵守を管理

面で支援する仕組み、こういうものを政策として織り込んでおくことが本当に重要なんだ

ろうなと。これは多分今後想定される輸送力不足への対応方針のところが今後追記予定に

なっていますので、この中に入ってくる項目なのかなという気もします。その辺を織り込ん

でいただければということでございます。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございます。それでは、小野塚委員、お願いいたします。 

【小野塚委員】  発言の機会をいただいて、ありがとうございます。ローランド・ベルガ
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ーの小野塚です。私からは２点だけ細かいポイントです。 

 ２１ページに３１フィートコンテナの取扱いを増やしましょうとあると思います。これ

はこれでいいと思うんですが、グローバルな視点で考えると、海上輸送との連携という点で

考えれば、４０フィートも言及いただいたほうがいいんじゃないのかなというのが１点目。 

 ２点目は、概要のほうの３ページで、これもまた細かい話なんですが、左と右に両方、ダ

ブル連結トラックが出て、写真が大きく載っていて、ダブル連結トラックを進めること自体

は私も大賛成なんですが、ただし、ダブル連結トラックだけ２回も登場するというのはどう

なのかなと個人的には若干思っています。 

 これはあくまで御提案ですが、せっかく右側は陸・海・空となっているのであれば、陸・

海・空で写真を載せたらいいんじゃないでしょうか。特に細かいことでさらに恐縮ですけれ

ども、左側の鉄道・海運と書いてある写真のほうの、鉄道は分かりますが、トラックの写真

が写っているので、多分知らない人が見たら、トラックと鉄道の写真に見えるんじゃないで

しょうかと。なので、左側を例えばＲＯＲＯ船にして、せっかく３１フィートコンテナをお

っしゃるのであれば、３１フィートコンテナが写っている鉄道にするとか、何かその辺のバ

ランスを考えていただくといいのかなと思った次第です。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。それでは、あとお一人お伺いしてからレスポン

スをいただきます。蒔田委員、よろしくお願いします。 

【蒔田委員】  御指名いただき、ありがとうございます。交運労協の蒔田でございます。

この間、２０２４年問題と危惧され、今やもう２０３０年問題と揶揄され出してきますが、

非常にそういった意味では有意義なものになったと考えています。この間の要望もかなり

盛り込んでいただきまして、ありがとうございました。 

 ただ、１点だけ再度お願いがございます。提言の中の３１ページですが、１１行目、③に

ある多様な人材が活躍できる物流産業への転換の中の女性労働基準規則について、盛り込

んでいただき、本当にありがとうございました。荷役作業の負担軽減という意味では非常に

大きな意義があると思っているところでございます。できれば、商品規格の軽量化・小分け

化についてもお願いできればと思っていまして、農水省・経産省マターになるかなとは思う

のですが、ひいては国際的な基準ということで商品規格を軽量化・小分け化していくとなる

と外務省マターになるのかなと思いますが、そういった点を文言として、できれば入れてい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。 
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 以上１点です。 

【根本座長】  ありがとうございました。それでは、ここまでのところで担当部局からコ

メントをいただければ幸いです。 

【髙田物流政策課長】  まず、馬渡委員からいただいたところです。高速料金の話は、道

路局のほうとの関係もあろうかと思います。いわゆる休憩施設の部分もそうです。 

 パレットのところ、強いメッセージをというところで、表現を考えたいと思います。 

 中小事業者のトラックの役割というところについても、中で検討して、また御相談させて

いただきたいと思います。 

 現状認識のところ、ポンチ絵のところで、おっしゃるように、なかったとかそういうこと

ではなく、やはり克服だとか何とか解消だとか、ちょっと表現のほうもポンチ絵のほうも考

えたいと思ってございます。 

 産業構造の転換のところも、どういう形で書けるか考えたいと思います。 

 それから、法令遵守を管理面で支援する仕組みということであります。物効法の関係でい

いますと、いろいろな調査をして、あるいは公表したりだという仕組みだとか、実務的には

トラック物流Ｇメンだとか、中小取引適正法だとか、いろいろな法律などもありますので、

そういったものの運用をどうしていくのかということかと思います。どう書けるかという

ことは考えたいと思います。 

 それから、４０フィートの部分です。２１ページということでありますが、少し関係部局

とも相談したいと思います。 

 概要のポンチ絵は、おっしゃるとおり、ダブル連結トラックが２回出てきています。どち

らかというと、左側のほうは、共同輸送を意識して車両の規格の標準化なりを進めていこう

という意図で書いたものでありますが、逆に新モーダルのところを、右のほうの絵を少し

陸・海・空という形でうまく出るように工夫はしたいと思います。 

 それから、最後、蒔田委員からもありました、商品規格の軽量化というところです。ここ

にどう書けるかということは関係省庁とも話してみたいと思います。 

 一旦私からは以上です。 

【根本座長】  高速道路の一時退出と、あと、中継施設、休憩施設の質問がありましたけ

れども、何かございますか。 

【依田道路経済調査室長】  道路局の依田でございます。まずは貴重な御意見を賜り、あ

りがとうございます。休憩施設の機能につきましては、現在、高速道路料金で賄っている部



 -15-

分と、そうではない部分がございます。駐車マスやトイレなど、一般の利用者の皆様も広く

ご利用される設備につきましては、料金収入を財源として整備・運用を行っているところで

ございます。他方、ホテルやシャワー施設等、特定の利用者に限られる機能につきましては、

すべてのご利用者からいただく料金で賄うことが妥当であるという理解が、現時点では必

ずしも得られておりません。このため、今、ＮＥＸＣＯにおいて整備されているシャワー施

設やホテル等につきましては、民間事業者の参入を得ながら、その事業採算の範囲で実施し

ている状況でございます。 

 ご指摘の通り、これらの施設について一定規模のニーズが確認されれば、ＮＥＸＣＯが民

間企業として機能の充実を検討する余地はあると考えてります。しかしながら、例えばシャ

ワー施設につきましては、東名、新東名においても採算が十分に確保されておらず利用状況

としては厳しいのが実情でございます。ホテルについても、私自身も、関係者の皆様から意

見を伺った際、３,０００円以上の料金設定であれば車中泊を選択される方が多いとの声が

寄せられ、検討が進まなかったという経緯がございます。 

 したがいまして、もし皆様の側で具体的なニーズや、一定の負担であれば利用可能といっ

たご意向がまとまるようであれば、ＮＥＸＣＯに対し、用地の確保も含めた検討を働きかけ

ることも可能かと考えております。その際には、改めて検討させていただきたいと思ってご

ざいます。 

 もう１点、料金につきましてでございます。中継輸送のように高速道路の敷地内のみでは

必要な機能を十分に提供できない場合に、高速道路外へ一部機能を移し、その施設を経由し

ていただくといった形態も想定されます。このような場合、一気通貫で走行した場合同様と

なる料金体系とすることは、一つの方向性であると考えております。実際に、休憩施設が不

足する区間では、道の駅へ一度退出された場合でも料金を継続できる仕組みを導入してい

るところでございます。 

 ただし、制度の趣旨に必ずしも沿わない利用も一部確認されており、例えば、道の駅へ立

ち寄ったこととして退出しつつ、実際には物流施設等へ向かうケースや、一般利用者の方で

も、が数分で出られるケースが多発しております。これらは、ＥＴＣ２．０の走行データに

より把握可能なため、実態として認識しているところでございます。こうした状況を踏まえ、

社会実験の滞在期間を３時間から２時間へ短縮するなどに、制度の適正な運用に向けた対

応を進めております。今後、高速道路外に機能を持たせる場合には、一時退出時の料金のあ

り方を含め、適切に把握・管理できる仕組みが必要と考えており、引き続き検討を進めてま
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いります。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 適正原価を反映するというふうな話で北條委員からコメントがあったところですけれど

も、北條委員、具体的に、今の提言のどこをどういうふうに変えることができるんじゃない

かという、何か御提案ありますか。 

【北條委員】  ありがとうございます。本文のほう、２７ページを見ると、適正原価によ

ってやることが、前の文から読んでくると、目的は価格転嫁にあるで終わっているのです。

でも、価格転嫁は構造改革の入り口だと思うので、その制度設計が大事だということになる

と思います。 

 私が先ほど申し上げた試算は、赤字補填という考え方をしたのですけれども、いやいや、

そうではないという考え方もあると思います。赤字が出ているのは小規模事業者さんなの

で、まとまっていく、経営統合していく、さらにはＭ＆Ａをやっていくことなどにインセン

ティブを付与するような適正原価の使い方も一つの選択肢になってくると思っています。 

 すみません、抽象的な回答になってしまっていますけれども、以上です。 

【根本座長】  分かりました。またちょっと議論させてください。ありがとうございます。 

 それでは、第２ラウンドに進んでいきたいと思います。それでは、首藤委員、お願いしま

す。その次、大串委員、お願いいたします。 

【首藤委員】  ありがとうございます。立教大学の首藤と申します。よろしくお願いいた

します。これに対して１点と、先ほどの議論で１点、２つお話しさせていただきたいと思っ

ています。 

 まず、産業構造の転換は私もすごく必要だと思っていまして、ＤＸ、省人化とかを進めて

いくということはとても重要なことだと思っています。ただ、労働の観点から、過去の技術

革新とかが労働者にどういう影響を及ぼすかということはいろいろな研究があるんですけ

れども、多くの場合、二極化をしていくというようなことがよく言われています。つまり、

機械とかを使う側と使われる側になっていき、使われる側のほうは賃金とかがすごい下が

っていくというようなことは一般的に言われているところです。 

 このトラックの分野においても、もし自動化が進んでいっても、完全自動化で日本の隅々

まで全部自動運転で走るようになれば話は全然違うんですけれども、多分すぐにはそうな

らないので、当面、ドライバーの担い手はずっと必要になり続けるんだと思うんですね。そ
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のときに、自動運転化していくんだから、もう非常に簡単な仕事になっていって、賃金とか

がどんどん下がっていく可能性も私はゼロではないと思っています。 

 ただ、逆に言うと、自動運転で走れないようなところを人が走らざるを得ない、運ばざる

を得ないということなので、むしろそれだけコストがかかって高付加価値化していくと。人

手不足の中であえて人が運ぶというようなところにやはりどう付加価値を見いだして、運

賃をそれなりに上げて、それを賃金に還元できるかというようなところがないと、単純に自

動化していって産業構造が変わっていくというと、むしろ労働条件は低下していく可能性

もあるなというところが少し気になりました。それがまず１点です。 

 もう１点は、先ほど馬渡委員から宿泊施設、休憩施設のホテルの話があって、今、国土交

通省のほうからも、とはいえ、採算が取れないと難しいんですというお話はごもっともだと

思います。ただ、今、適正原価の話もありましたけれども、例えば私たちは、どこか地方に

行ったときに、ホテルが高いから車の中で泊まってくださいという会社がどれほどあるで

しょうか。皆さんも車の中で泊まって１泊過ごして、次の日仕事をするなんていう人はどれ

ほどいるのかなと思うんですね。でも、ドライバーは当たり前のように、３,０００円払え

ないから、車で泊まりますと今なっているわけですけれども、ただ、何かそれ自体が本当は

正しいのかなというふうに私は思いました。 

 結局、これを原価に例えばきちんと反映させていくことができれば、もしかしたら泊まれ

るかもしれないというような話なのかもしれないなと思いますので、今ニーズがあるかど

うか、泊まれるかどうかということを基準に考えるのはやむを得ないと思うんですけれど

も、やはり構造自体を見直していくということも重要なのかもしれないなと思いました。 

【根本座長】  ありがとうございます。それでは、大串委員、お願いいたします。 

【大串委員】  続けて、大串からお願いしたいことがあります。今回いただいた提言の中

の２ページ目のところに、インフラの老朽化や重大事項への対応というところで割とマイ

ナス視点で書かれているのかなと思うんですけれども、先ほどの北條さんだったかな、違う

かな、別の先生が、何か明るくないよね、大綱が、未来がちょっと暗く見えちゃうよねとい

う話があったと思います。 

 例えば激甚化とか頻発する大災害でインフラの老朽化をどうにかしないといけないとい

う視点の中で、じゃ、修繕、更新をしないといけないと。その中で新たなインフラをきちん

とリニューアルをして、物流を支えていくバックボーンとして整備していくんだという新

たな文言がないと、何か事が起きたら対応しますよ、事が起きたから対応しますよというよ
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うな書きぶりになっていないかなと思って、もう少しこの辺りを、更新などの機会にいろい

ろな新たな道路環境を整備することによって物流をよりハイパフォーマンスなものにして

いくというようなところが欲しいかなと思いました。 

 あと、５ページ目なんですけれども、最後のところにいろいろな少し明るいお話が書かれ

ているんですけれども、やはりこの大綱で認識したいのは、物流をコストとみなすのではな

くて、新たな価値の創造の機会という捉え方を皆さんにしてもらえるようなものにしてい

きたいという、より快適でハイパフォーマンスな業界となるように大綱を定めますみたい

な文言で最後締めくくっていただけるととてもいいかなと思いました。 

 以上ですありがとうございます。 

【根本座長】  ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。森委員、お願いいたし

ます。 

【森委員】  花王の森でございます。全体的に網羅されているという、まず評価と、あと、

常々話しております商慣行の見直しのところ、特に資料１－１でいうと２ページ目の２番、

荷主・物流事業者・消費者の連携・協力によって商慣行を見直していくだとか、それから資

料１－２ですと、３４ページの②の辺り、荷主・物流事業者間の連携とか、細かくその中に、

データの可視化であったり、メニュープライシング・ダイナミックプライシングに踏み込む

だとか、それからサプライチェーンの中での連携、そういったことを細かく書いていただい

てありがとうございます。 

 もう少し細かい要望になるんですけれども、ここに調達・生産・在庫・輸配送計画等の連

携を通じて全体で積載率向上や発注量・納入量の平準化ということまでわざわざ細かく書

いていただいているんですけれども、ここにもう一つ、リードタイムというか納品時間、こ

の文言も入れていただくと、結果的に後でＫＰＩのところもそうなんですけれども、積載率

だとかそういった分かりやすい数字もあるんですけれども、リードタイムをいろいろなお

互いの協力によって変えていく。例えばそれが２４時間というのをＫＰＩにするのかいい

のかどうのかちょっとまた議論があると思うんですけれども、そういったところで、納品時

間を互いの協力によって変化させることで平準化ということにもつながると思いますし、

ちょっと細かい話なんですけれども、もう一つそこを入れていただけるとすごくいいのか

なと思っております。ありがとうございます。 

【根本座長】  ありがとうございました。ほかいかがでしょう。三宅委員、お願いいたし

ます。 
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【三宅委員】  ＫＰＭＧ、あずさ監査法人の三宅でございます。今回の大綱案を拝見しま

して、足元の課題である積載率の向上や生産性向上、さらに物流のポテンシャルを最大限に

引き出すという点から、デジタル化・データ連携・標準化は改めて不可欠だと考えておりま

す。現在、このＤＸ化は個社で非常に積極的に進められており、今後は共同化に焦点を当て

て取り組んでいく必要があるという方向性が、今回の大綱の中に織り込んでいただいたよ

うに思いました。その点は非常に方向性が明確になりつつあると受け止めております。あと、

また、職業柄ということもありますが、昨今事案が増えているサイバーセキュリティについ

て、守りの取組は後回しになりがちなのですが、大綱の中にしっかり織り込んでいただいた

という点もよかったと思います。 

 私から１点だけ、非常に細かい点ではございますが、気になった表現についてお伝えさせ

ていただければと思います。３６ページの５行目に「物流拠点の装置産業化」という言葉が

ありますが、これはおそらく機械化やＩＴ制御による省人化、稼働率向上といった意図で書

かれているのだと思いますが、新たな物流拠点が付加価値を生んでいくといったときに、倉

庫は“装置”ではなく、オペレーションによって価値が創出される側面が大きいと考えます

と、少し違和感を覚えました。その前の行に自動化や機械化と書いてあるので、あえてここ

で「装置産業化」という言葉を用いなくてもよいのではと感じましたので、御検討いただけ

ればと思います。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございます。ウェブから若林委員が手を挙げていらっしゃいま

す。どうぞ御発言ください。 

【若林委員】  ありがとうございます。御説明どうもありがとうございました。私からは、

細かい点ですけれども、１点お話しさせていただければと思います。 

 こちらの案の２８ページでございますけれども、着荷主による長時間の荷待ちの問題と

か附帯作業の要請等の課題に対して方策を検討ということを明記、加えていただいたのは

大変ありがたいと思います。この問題というのは、そもそも発着荷主間においての契約がそ

こまで詳細にというんでしょうか、明確になっていないというところにも問題があるんじ

ゃないかということは常々指摘されているところかと思います。どこまでがこの契約上の

附帯作業なのかとか、あるいは追加の附帯作業が生じた場合にどうするかというようなと

ころが荷主間で明確になっていないというところからも生じていることから、もし可能で

あれば、この８行目、「取引環境を整備する観点から」の辺りに、例えば発着荷主間におけ
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る契約の明確化の推進を含めみたいな文章、文言を入れていただくとよりはっきりするか

なと思っております。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。それでは、ここまでのところでレスポンスをお

願いしてよろしいでしょうか。 

【髙田物流政策課長】  首藤委員からいただいた産業構造の転換のところは、ちょっと表

現といいますか、どういう形で入れられるか工夫をしたいと思います。 

 また、大串委員からいただきました、初めのほう、インフラの老朽化や重大事項の話、暗

いじゃないかということですね。５ページのところともつながっているかと思います。前向

きな、我々も国交省という立場でも、インフラのリニューアル、しっかり整備していくとい

うことは大事だと思っていますので、この辺り、それが政府内でどう書けるかというのはあ

りますけれども、工夫をしていきたいと思います。 

 ５ページのところの、コストじゃなくて価値の創造の機会だという文言でということで

あります。やはり稼げる産業にしていくということは大事だと思いますので、その辺りも工

夫をしたいと思います。 

 また、商慣行の見直しのところ、この辺り、森委員からいただいた話も、ちょっとＫＰＩ

でどう取れるかというのはありますけれども、文言を含めて工夫をしたいと思います。 

 それから、装置産業化のところですね。ここもいろいろな意見があってだったと思います

けれども、検討させていただきたいと思います。 

 若林委員の最後の発着荷主の契約の明確化というところも一度持ち帰らせていただけれ

ばと思います。 

 私からは以上です。 

【根本座長】  御質問された委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、第３ラウンド、鈴木委員、よろしくお願いします。 

【鈴木委員】  大変すばらしくまとめていただきまして、いろいろなことを申し上げたの

に、頭のいい人がやるとこうやってきれいにまとまるんだなということに大変感心をして

おります。 

 先ほど花王様の森様がおっしゃいましたように、我々、日本倉庫協会から参っております

ので、倉庫業界的にいいますと、リードタイムの問題というのは非常に重要な問題で、かつ

具体的に効率化するのに数字を出しやすい形かと思います。 
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 それから、非常に大変細かいことで恐縮ですが、２５ページのところで、商慣習の定義と

いうことで、ちょうど２０行目辺りにリードタイムは適切なものは何かということで触れ

ていただいていまして、本当にありがとうございます。ここで「受発注の前倒し等」という

表現がございますので、これは具体的に例えば倉庫などへの受発注の前倒しということで、

我々ただでさえ立場が弱い倉庫業者でございますので、明示していただきますと勇気が湧

くと思います。 

 以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。それでは、木藤委員、

お願いいたします。 

【木藤委員】  ありがとうございます。日本航空の木藤でございます。航空に関して、概

要、それから本文にも概ね反映いただきまして、ありがとうございます。 

 ３８ページの２３行目、２４行目のＣＯ２削減に関する表現についてです。 

国内におけるモーダルシフトの受皿として航空を今回新たに明記していただいた新モーダ

ルシフトの中で、これは一般的に輸送モードの中で航空が単位当たりのＣＯ２排出量が一番

大きいということは事実ではありますが、今回、国内輸送において我々が活用いただきたい

受皿は、空いている国内線の旅客機の貨物室です。これは既に旅客事業で飛行機を飛ばして

いるため、基本的に追加のＣＯ２排出量は限定的であり、新たに運行する他輸送手段と比し

て、ＣＯ２の実質的な排出量は抑制できると思っています。 

 ＳＣＯＰＥ３のうち、航空へのモーダルシフトによる差引の計算ロジックがないことも

聞いておりますが、こういう表現で航空への転移というものを皆さんがちょっと躊躇され

るのかなというところを若干危惧しております。コールドチェーンの件では航空等の活用

も大きな力を発揮できると思っていますので、ここは誤解を生まないような記載について

ぜひ御検討をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。ほかはよろしいですか。 

 それでは、レスポンスをお願いいたします。 

【大田参事官（航空戦略）】  航空局でございます。よろしいでしょうか。 

【根本座長】  どうぞ。 

【大田参事官（航空戦略）】  恐れ入ります。木藤委員からいただきました御指摘でござ

います。おっしゃっていただいたとおり、計算の方法をどうするかという観点はあるんです
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けれども、もともと動いているものの一部を使わせていただくという状況はよく把握して

おりますので、少し書きぶりについて御調整させていただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

【髙田物流政策課長】  リードタイムの件がありましたが、発注の前倒しのところだと思

います。倉庫だけどう書けるかとか、ほかの関係もあると思いますので、少し検討させてい

ただければと思います。 

【根本座長】  ウェブから河野委員が手を挙げていらっしゃいます。河野委員、どうぞ。 

【河野委員】  御指名ありがとうございました。日本消費者協会の河野です。特段修正と

いう要望を持っているわけではございませんが、まず今回取りまとめていただいた今後の

物流政策の方向性と提言に関しまして、各施策の妥当性、それから全体を見通したときの納

得感など、時宜に応じた課題認識と解決の方向性が網羅されているというふうに受け止め

ています。また、議論の経過においては、物流に関係のある多くのステークホルダーの方が

参加しており、それぞれのお立場からの要望や意見を聞き、丁寧に意見収集をした結果とし

て配慮した内容であると理解しています。 

 私は消費者として議論に加わらせていただいたんですけれども、日々お世話になってい

る宅配などの課題は理解できるものの、生活に関係するありとあらゆる物というのが、生

産・製造の前には材料として、また、製造後にも利用・活用される場所まで誰かに責任持っ

て運んでもらわないと日々の暮らしは成り立たないということに改めて気づきましたし、

物流サプライチェーンの重要性に関して認識を新たにいたしました。 

 資料概要や本文において、商慣行や見直しや荷主・消費者の行動変容、それから産業構造

の転換について書き込んでいただいておりますけれども、経済を回し社会を支える物流を

これからも円滑かつ持続可能な形で維持していくためには、私たち消費者にも役割がある

ということを今回明確に記述していただいたことは前進だというふうに感じています。消

費者は、傍観者ではなく、サプライチェーンの一員として主体的に取り組むことができる。

それが物流業界への影響だけにとどまらずに、社会全体の便益となることを、できれば今後、

この大綱が公表された後、事業者団体や行政機関、そして私ども消費者団体も率先して周

知・啓発することが大事だと思いました。また、消費者の背中を押すような、インパクトあ

る支援策があるといいのではないかなと思いました。 

 最後に、今回の大綱は、２０３０年までの集中改革期間内に位置づけられているというこ

とです。２０３０年はもう目前に迫っていると思います。何か大綱が仕上がってくると一仕
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事終えた感が出てしまうと思うんですけれども、でも、先ほどＫＰＩ策定の話もありました

が、重要なのは、各主体が積極的に動くことではないかと感じています。国や監督官庁への

意見や要望はもっともですし、それに沿った形で実現を希望するというのも納得がいくと

ころですけれども、今回の提言内容が今後具体的な政策として決定されるのを待つより早

く、関係するステークホルダー、それからステークホルダー間においてできることはすぐに

行動できるように準備することが大事だと思っていますし、今回ここに参加されている皆

様の早期の行動に期待しています。 

 私からは以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。河野委員の御意見は、コメントということでお

伺いしておきたいと思います。どうもありがとうございます。 

 ＫＰＩに関して御意見をお伺いするほうに移ってよろしいですか。提言に関しては、おお

むね評価いただいたように私は感じました。ただ、前向きな表現ができるところはできるだ

けそういうふうにして元気が出るようにしてほしいとか、あるいは適正運賃とか法令遵守

に関してもう少し分かりやすく説明する工夫はできないかとか、あるいは追加的にこうい

う支援も書き込めないかとかありましたけれども、それは全部対応可能だというふうに判

断いたしました。これから事務局とどういう文言にするか、検討させていただきたいと思っ

ております。 

 さて、資料２ということで１枚紙が用意されています。この総合物流施策大綱にＫＰＩが

つけられるということで、今この案が出されているところですけれども、構成員の皆様に、

ＫＰＩをどういうふうに設定していってほしいか何か御希望があれば、この際お伺いした

いと思います。 

 いかがでしょうか。じゃあ、順番に行きましょう。神林委員、それから次、奥山委員、そ

れから三宅委員、それから小野塚委員ですね。順番に行きましょう。お願いします。 

【神林委員】  全農の神林です。よろしくお願いいたします。ＫＰＩの関係で３点意見と

御質問をさせていただきます。 

 １点目は、ＫＰＩの船舶・鉄道による農水産品・食品の輸送の割合の項目において、農水

産品・食品に限定して記載されている理由はございますでしょうか。他の業界と比べて非常

にこの割合が低いというのであれば理解いたしますが、今回のモーダルシフトの目標につ

いていえば、これに限らず全ての荷物が対象になるのではないかと思います。 

 次に、２番目の項目で消費者の行動変容という題名になっていますが、実際のＫＰＩには
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それに該当するような項目がないと見受けられます。例として、宅配等で、翌日配達ではな

く２日目以降の受け取りを選択する消費者に関する指標を取って、どの程度消費者の行動

変容が進んでいるかを調べるのも一つの手ではないかと考えます。消費者を巻き込まずこ

の課題は解決しないと思われます。 

 ３点目は、５番目の農林水産物・食品の輸出額についてです。私ども全農も海外に向けて

日本の国産の農畜産物の輸出の拡大に取り組んでおりますので、一つの指標として挙げら

れることについては理解いたします。ただ、背景には、取引先である相手国の植物検疫等の

非関税障壁の問題もございますので、事業者に取り組む姿勢があったとしてもなかなか前

に進まない課題があることを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。それでは続いて、奥山委員、よろしくお願いい

たします。 

【奥山委員】  いすゞ自動車の奥山でございます。ありがとうございます。私のほうから

は、コメントさせていただきたいのが１つ、それから質問というか確認をさせていただきた

いのが１つ、２つ発言させていただきます。 

 まず、コメントでございますけれども、１番の先頭バッターに、自動運転トラックの導入

台数というのがＫＰＩとして案として書かれております。これ、導入台数をＫＰＩとして設

定すること自体は賛同いたしますけれども、現実的には、今、私どもも開発を進めておりま

すけれども、車が出来たらすぐに商用運転に行けるかというと、なかなかそうはならない。

制度とかインフラ、それから監視とか、周辺のものがそろってきて初めて、商用運転にだん

だん行けると。 

 こういうことでございますので、導入台数だけではなくて、実装フェーズを踏まえたステ

ップ型のＫＰＩ、こういうふうにしていただけると、例えば実証段階、それから限定の条件

での商用、それから一般の商用運行、こういうようなステップ観を持った上でそれをＫＰＩ

としていただければ、技術開発の進歩とともに社会実装の成熟度みたいなものがそのステ

ージごとに適切に評価できるのでは、分かりやすく表現できるのではないかなと思いまし

たというのが１つ目のコメントでございます。 

 確認なんですけれども、これは１、２、３、４、５のどこということではなくて全体なん

ですが、現時点ではこのＫＰＩというのは、政策の評価指標というふうに理解してございま

すけれども、将来的に例えば補助制度とか規制の要件あるいは調達条件等に直接連動する



 -25-

可能性があるのか。要は、この指標を満足していないと補助が受けられないとか、将来的に

そういうようなことにつながる可能性があるのかというのを、ＫＰＩの位置づけ、これを確

認させていただければと思います。 

 以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございます。それでは続いて、三宅委員、お願いいたします。 

【三宅委員】  ＫＰＭＧ、あずさ監査法人の三宅でございます。４番の物流ＤＸに関する

ＫＰＩはこれから検討されるということですが、ＤＸというと、どうしても漠然と大枠で捉

えられがちなところがございますし、また短期間では成果が見えにくいという特性があり

ます。そこで、３つぐらいのレイヤーに分けて考えてみるもの有効ではないかと思いました。

一つ目は、インフラとかプラットフォーム層、つまりデータをつなぐ基盤部分のＤＸ化。２

つ目が、データを活用したマネジメント・管理に関するレイヤー。３つ目は、現場レベルで

のＤＸ化です。この３つのレイヤーごとにそれぞれ何か指標があると、より明確な評価軸に

なるのではないかと思いました。 

 一方で、悩ましいのが、インフラ、プラットフォームの整備となりますと、プラットフォ

ームの構築やアプリケーションの導入といったＫＰＩになると思うのですが、現場では依

然として紙によるやり取りも多く残っており、デジタル化以前の「データ化」に課題がある

状況です。この点を解消しない限り、今後の取組のメリットを享受できる企業とそうでない

企業との間で二極化が進む懸念があります。そのため、この領域についても何か手当てが必

要ではないかと感じております。 

 非常にプリミティブな課題になりますので、「紙からデータ化」というところをこの大綱

のＫＰＩに入れるかどうかは悩ましいところですが、デジタル化の一部として位置づける

ことも考えられるかもしれませんので、その辺りは検討いただいてもいいかなと思いまし

た。いずれにせよ、この基礎的な課題を解決しないと、なかなか次の段階に進みにくいとい

うのが現場の課題としてはあるのかなと思いました。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございます。では、小野塚委員、お願いします。 

【小野塚委員】  発言の機会をいただいてありがとうございます。ローランド・ベルガー

の小野塚です。私からは４点ありますが、シンプルにコメントさせていただきます。 

 一つ目は、神林さんがおっしゃっていただいたことと同じく、なぜここだけ農水産品・食

品なのかなと正直思いました。その上に「新モーダルシフト」に関する指標というキーワー
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ドがありますが、これは恐らくトラック以外にシフトしていくということを意味されてい

るんだとすると、この新モーダルシフトに関する指標と、その下の船舶・鉄道等による輸送

の割合も一つにしてしまって、その測る指標としてはトンキロベースでの輸送分担率をＫ

ＰＩにすればいいんじゃないのかなというのが御提案でございます。 

 ２つ目が、全体を見渡してみると、トラックがあり、船舶があり、鉄道があり、ドローン

があり、またトラックが来て、トラックが来てという形になっていて、あたかも物流施策大

綱じゃなくて輸送施策大綱になっているのかなという気がします。自動化・効率化を進めな

ければいけないのは、物流センターもですよね、物流施設もですよねと。なので、せっかく

倉庫協会さんもいらっしゃるので、ぜひ物流センター、物流施設の自動化・効率化に関して

もＫＰＩを設定されてはいかがでしょうか。例えばですけれども、何を先端設備というふう

に定義をするか次第ではありますが、先端設備が導入された物流センターの割合、物流施設

の割合というようなＫＰＩも設けてもいかがでしょうかというのが２つ目でございます。 

 あと、３つ目が行動変容のところです。積載効率、荷待ち・荷役時間の削減ももちろん大

事だと思いますが、行動変容といったときに一番大事なことは、物流費、送料を意識すると

いうことじゃないでしょうか。そうして見たときに、そもそもＥＣで送料無料というキーワ

ードを使うのはいかがなものかみたいな議論も過去にはあったと思いますが、そもそも論

として、ターゲットとして物流費、送料が別で請求されているかどうかというのを指標にす

るというのもあるんじゃないでしょうかというのが３つ目の提案です。 

 最後、４つ目です。４番で、脱炭素化された物流施設やカーボンニュートラルポートの普

及状況という指標が設定されていますけれども、御承知かと思いますが、物流で発生してい

るＣＯ２の８５％はトラック輸送ですので、物流施設でＣＯ２が発生している割合は相対的

に少ないということを考えると、物流施設でＣＯ２の発生が減ることももちろん大事ですが、

それ以上に輸送で減らしていただくことが大事ですので、例えば輸送でのＣＯ２排出量を減

らしていくと。具体的なターゲットとしては、トンキロ当たりのＣＯ２排出量というような

ＫＰＩを設けたほうが実態に即しているんじゃないかなというのが御提案です。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。小林様、よろしくお願いいたします。 

【小林様（堀委員代理）】  御指名いただき、ありがとうございます。Ｒ＆Ｃながの青果

の小林でございます。今日は堀の代理で出席しております。私のほうからは、ＫＰＩの整理

について２点確認させていただきたいです。 
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 まず、１番目のサービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化という科目に

なるんですけれども、私たち農業分野の立場としましては、先ほど大綱資料の１－２の１８

ページの（２）の項目、ここに該当する内容のＫＰＩは、先ほどの１番目のサービスの供給

制約に対応するための徹底的な物流効率化の枠の中で整理されているものと理解しており

ます。その中でポツ２とポツ３、ポツ２の「新モーダルシフト」に関する指標と、ポツ３の

船舶・鉄道等による農水産品・食品の輸送の割合が示されていますが、農業分野の視点で見

ますと、この２つは実際にＫＰＩとして主に該当しているのは、先ほどの大綱資料の１８ペ

ージからの（２）の②についてのＫＰＩと読み取っております。そこでちょっと確認なんで

すけれども、私たち農業分野については、先ほどの大綱資料の１８ページからの（２）の項

目の①と③、２０ページから２１ページに記載されていると思うんですけれども、①と③に

ついては、農業分野として独立して見るＫＰＩは持たない整理になっているという理解で

よろしいでしょうか。 

 続いて、２つ目の質問です。先ほどと同じくですけれども、大綱資料の１８ページからの

（２）の②の関連です。この中で２１ページの２９行目の「例えば、農林水産物の輸送につ

いては」の部分ですけれども、この内容としては、鉄道や船舶などモーダルシフト側の整備

の話が中心で、輸送手段やインフラ側の施策の説明に読み取れました。そこで、確認ですけ

れども、私たち農水産物の荷主の立場としてはこの部分に対応する形でのＫＰＩは特段持

たないという整理になっているという理解でよろしいでしょうか。 

 資料の読み違いがあるといけないので、確認の趣旨です。ありがとうございました。 

【根本座長】  ありがとうございました。御質問もあったので、答えられる範囲で今日お

答えいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

【髙田物流政策課長】  個々個別にはなかなか今答えられる段階にないものもあります

が、いずれも中で検討したいと思います。農水産品・食品のところを多くいただきました。

こちらは食料・農業・農村計画にある指標を持ってきて書かせていただいています。輸送側

の話と荷主側の話が独立しているのかというお尋ねがありました。数字上は直接的な連関

というのはよく分かりませんけれども、荷主さんの理解なり、荷主と運ぶ側の物流側とのい

わゆる協調なり、そういったことがあって御理解あって進んでいく面というのはあります

ので、中身としては関わってくるかと思いますが、いずれにしても農水省とも相談しながら

考えさせていただければと思います。 

 それから、これが達成できないと補助金の要件あるいは規制を何か受けるのかというこ
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とで、現時点ではそういうことを想定はしてございません。ただ、政府として目標を設定し

て、それに必要な、例えばいろいろな規制なのか、あるいは予算なのか分かりませんけれど

も、そういったことを進めていくという、ある意味、我々の目標であり、後押しであり、そ

ういった扱いのものだと思ってございます。 

【根本座長】  よろしいでしょうか。 それでは、第２ラウンド、それでは、栗林委員、

小菅委員、それから白石委員、お願いいたします。 

【栗林委員】  １番の「新モーダルシフト」に関する指標という非常にざっくりとした話

になっておりますので、もう少し、どういうことを考えていらっしゃるのか教えていただき

たいということと、あと、４番の物流に関わる多様な関係者のＤＸ・ＧＸの推進ということ

ですが、大手の輸送事業者（トラック、鉄道、船舶、航空）の省エネ改善率ということなん

ですが、これは、要するに、我々のような船会社の省エネ改善率なのか、それとも、モーダ

ルシフトして鉄道とか船を使うとこれぐらい省エネになりますよということなのか、これ

はどちらなのか質問ということでございます。 

【根本座長】  ありがとうございます。それでは続いて、小菅委員、お願いいたします。 

【小菅委員】  恐れ入ります。まさに宅配便の再配達率のところでございますけれども、

これをさらに数値的によくするためには、どうしても宅配ボックスとか宅配ロッカー、そし

て昨今盛んに行われている置き配みたいな形があるわけなんですけれども、そういった意

味では、ＫＰＩの項目としては宅配便の再配達率は当然あっていいと思うんですけれども、

さらにそういったものの設置率みたいなものが入ってくるのも一案かなと思っております。 

 それと、ＫＰＩの数値自体はこれからだということなんですが、具体的に前大綱の中で定

められた目標数値に現時点で至っておりませんので、さらに、なかなかもう天井に来ている

のかなという部分もあります。というのも、数値を示している事業者側の問題もあるんです

けれども、やはりロッカーに入れるとか、まさに置き配をしてはいけない、それを望まれな

い消費者の方もいっぱいいらっしゃるわけですので、そういったものも全部ひっくるめて

今の数字になっているということを考えると、この次の大綱の中での数値も目標値として

は現状維持なのかなと思っております。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございます。白石委員、お願いいたします。 

【白石委員】  三菱食品の白石でございます。発言の機会をいただきまして、ありがとう

ございます。私からは２点ございます。 
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 先ほど小野塚委員からもコメントございましたが、今回の大綱に内容は輸送の面にかな

り寄ったＫＰＩになっているということを確認しております。私ども荷主物流においては

輸送だけでなく保管的な業務も生業として行っており、輸配送における積載率がＫＰＩで

あるように、保管業務における保管効率についてもモニタリングすべきなのではないかと

思っております。実態としては、今回の大綱においても持続可能性を高める為に輸送モード

を切り替えていくことでモーダルシフトが進んでいく訳ですが、物流の結節点の新規イン

フラが増える半面で、旧来のインフラの稼働率は必ず落ちます。ですから、徹底的な効率化

という反面、稼働率がどういうふうになっているのかということはやはり正確にウォッチ

をするべきであるというふうに考えます。 

 もう一つが、トラックの積載効率の面に関しまして、先ほどから、トラック乗務員の荷役

を効率化する目的でパレットとか、あるいはスマートボックスのようなものを導入してい

くシナリオですが、反面、要は製品ではないものの回収・運搬という仕事が物すごく増えて

いることをお伝えしておかねばならないと感じております。様々な小売さんあるいはメー

カーさんのパレットあるいは容器を峻別して、振り分けて、倉庫の中で回収してそれを保管

して、さらにまた手元に返さないといけないというような仕事が非常に増えてきていると

いうことで、それそのものは全体最適の元で行う必要性が理解しているものの、車両の積載

としては帰り車が全然空であるということはありません。もし御認識をしている方々が多

いとしたならば、全然そうではなくて、多岐にわたる、実はいろいろな非製品、製品ではな

いものが運ばれているということでございます。この辺をどう捉えるかということは事実

認識として重要です。 

 また、全然別の文脈なんですが、近年アップサイクルの話が多く舞い込んできております。

農産物とか畜産物の、あるいは店舗における廃棄物、こういうものを集めてきて再生利用す

るという考え方ですが、こちらも回収とか集荷をするというところについては、製品ではな

いので価値がないということでなかなか捉え難い部分になっております。これもトラック

に物を積んでいることには間違いありませんので、どういうふうに捉えるかというところ

は後々議論のほうの場をいただければと存じます。 

 以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございました。大串委員、お願いいたします。 

【大串委員】  ありがとうございます。私からは１点、先ほど河野委員のほうから、着荷

主・発荷主の契約の明確化をもうちょっと進めていく必要があるというようなお話があっ
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たと思うんですけれども、特に２８ページに「サプライチェーン全体の共存共栄に向けた

「パートナーシップ構築宣言」を引き続き推進する」という話があります。これ、資料があ

りまして、経産省さんが出しているパートナーシップ構築宣言というのを見ていると、その

資料の中では、少しデータが古いんですけれども、大企業でも宣言をされているところは少

ないと。まずこの宣言を出してもらって、では、具体、パートナーとどんな取組をやってい

ただくかというブレークダウンをして実際の契約に行くという手だても可能でしょうから、

ぜひこのパートナーシップ構築宣言を出されている企業数をＫＰＩに加えていただけると、

何か交渉の取っかかりにでもなるかなと思いました。 

 私からは以上です。よろしくお願いします。 

【根本座長】  ウェブから北條委員、よろしくお願いいたします。 

【北條委員】  ありがとうございます。日本ロジスティクスシステム協会、北條です。 

 ４のＧＸのところで２つ質問があります。これを見ると、どうやら省エネ法を使ってとい

うニュアンスだと思うのですけれども、我が国は２０１３年度比、２０３０年度、まさにこ

の大綱のゴールの年度なのですけれども、全産業計で４６％、運輸で３５％という目標があ

ります。それを何で使われないのかを伺いたいというのが質問の１です。 

 ２つ目なのですけれども、既にほかの委員の皆様からありましたけれども、物流の機能の

一つが輸送であって、ほかにも荷役とか包装とか保管だとか情報という機能があります。今、

人手不足対応でどんどん機械化・自動化が進むなかで、恐らく倉庫の中でも電力の使用量が

増えてくる。言い換えるとＣＯ２が増えてくると思うのですけれども、それをＫＰＩにしな

くてよろしいのか？が質問です。 

 さらに、今の質問の派生として、需要予測ではＡＩをばんばん使うと思いますが、ただ普

通に検索するよりもＡＩを使うと電力を１０倍使うなんていう話があったりします。これ

と関連して、自動運転はＡＩを当然使うでしょうから、化石燃料以外の電力のエネルギーを

どういう形で取り込んでいくのか。省エネ法は既に輸送においても、化石燃料だけではなく

て電力もエネルギーだと定義していますので、これとの整合について、併せてお答えいただ

けるとありがたいです。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。多くはコメントだったと思うんですけれども、

中に質問が幾つかありましたので、お答えしてもらってよろしいでしょうか。 

【髙田物流政策課長】  まず、栗林委員からいただいた新モーダル、これがざっくりとし
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ているという話ですが、それぞれ鉄道や船舶、これは今もある指標でございますが、それぞ

れの貨物輸送のトンキロを出していくというものを考えてございます。 

 それから、再配達の部分ですね。これ以外にどういう指標があるのか、いろいろな部分が

ありますし、我々も再配達は減らしていこうということはやっていくものでもありますの

で、それが宅配ロッカーなのか何なのか、また、目標値の置き方を含めて、現状はこの大綱

以外にも中長期計画等で置いているものもありますので、そういったものも見ながら考え

ていきたいと思います。 

 すみません、北條委員の御質問は、全体をぱっと理解できなかったので、改めて確認はさ

せていただきたいと思いますが、こちらも今ここに置いているものというのが、現在の大綱

なり、あるいは中長期計画で出ている、もっと言うと、政府内で一定の合意を得て進めてい

るものを基本、優先して使っているというところでありますので、その辺りはもうそういう

ものだとして扱っていきたいと思いますので、御理解のほうよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございます。 

【栗林委員】  省エネ改善率はどういうことになっているんでしょうか。 

【髙田物流政策課長】  これも現状の大綱にある項目になりますので、基本的には海運側

というか、そういった取組になってございます。 

【根本座長】  よろしいですか。それでは、次ですね。まず、二村委員、お願いいたしま

す。 

【二村委員】  今回この主なＫＰＩの考え方ということで、恐らくお忙しかったんだろう

なと。輸送に偏っているとか、いろいろ指摘はありますけれども、今回の大綱の中には、そ

れこそ前回よりはかなり細かく施策が散りばめられているような気もいたしますので、こ

ういう中からうまくバランスを取りながら選んでいただければと思います。いや、まだまだ

これは精査されていないと思いまして、一言申し上げました。 

 その際に、前回の大綱の際も申し上げたことなんですけれども、いろいろなＫＰＩの項目

の中には、アウトプット目標とアウトカム目標があって、やはりこれは構造的に考えないと

いけないものなんじゃないかなと思います。ですので、両者を混ぜてしまうと何だかよく分

からない指標になってしまいますので、そこは気をつけながら、並べ方とか考え方の部分に

お気をつけいただいたほうがいいかなと思いました。 

 また、１のところにドローン配送の社会実装件数が入っていますが、現在の動向として、
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補助の見直しというようなものが大きく係っているような気がいたします。これまでは確

かにそういうような方向だったんだけれども、今後見直しがかかったときには、今までとは

恐らく方針が変わってくるであろうというようなものが随所に見られるような気がいたし

ますので、現在の政策、政治の動向も見ながらの配置になるのではないかと思いました。 

 また、先ほど開始前に首藤先生がおっしゃったんですけれども、前回の大綱の進捗がどう

もあまりよろしくないようであるというようなお話を伺って、先ほどからずっと考えてい

まして、何でだろうかと。目標値の数値が高過ぎたのか、もしくは確かにこれをやればいい

んだけれども、なかなかそれを実現するには時間がかかるような項目だったのかもしれな

いなと思いました。これは提案なんですが、現在、計画を立てていて、これから進めていこ

う、またはこれから実証で、実証がうまくいったら実際の政策導入というようなものに係る

ようなものを幾つか入れられたほうが、現場もかなり励みになるんじゃないかなと思いま

した。 

 例えばというところでいきますと、港湾ではＣＯＮＰＡＳを使ってゲート前の混雑をう

まく散らしていこうじゃないかというような工夫を今一生懸命やっているところだと思う

んですが、実証というのは、やればできるものなので、ともかくアウトプットとして努力を

していただく。その先にアウトカムとしての実際の導入事例やゲート前の混雑緩和といっ

た数値がついてくるかなというふうな気がいたします。現実に今進んでいる政策もうまく

取り入れながらＫＰＩを立てられたほうがよろしいのではないかと思った次第です。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。 

【二村委員】  もう１点いいですか。ごめんなさい。これは仕方がないことだと分かって

いるんですが、４のところです。ＤＸ・ＧＸって、アルファベットで両方Ｘがつくからか必

ず並ぶんですけれども、並び称されるものかなというふうに思いながら見ております。ただ、

そういうものかなと思って納得もしております。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。山本委員、お願いいたします。 

【山本委員】  イオンの山本です。よろしくお願いいたします。２点ございまして、イオ

ンもこの物流施策大綱の方針、方向性に沿った形で物流構造改革を進めている最中でござ

います。まさしくこの１番から５番の中の、３番は少し毛色が違いますけれども、１、２、

４、５を達成していくような取組を今推進しております。イオンのセンターも、多くが２０
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年、２５年前に出来たセンターで、先ほどの老朽化ということにもつながるんですけれども、

新たな物流拠点へ再配置を進めていくということで今検討を進めております。 

 この２０３０年に向けたというところの足かせの一つにもなるんですけれども、今、新た

なセンターを造ろうと思うと、建築コストが１.７倍、あと、工期も、今、土地があって意

思決定しても２年後、３年後というような形で、これ、全国に手をつけるとなると、そうい

った課題も出てくるかなと感じております。 

 ただ、イオンもいろいろな環境が変わって、センターの再配置をすることで配送の距離を

縮めていくことが重要と考えています。今の物流コストの半分以上はやはり配送費ですの

で。さっきのＫＰＩのところで、積載の裏返しになるんですけれども、総走行距離をどうい

うふうに縮めていくのかというようなところをＫＰＩにしようかなと当社のほうでは今考

えております。 

 先ほど白石様が言われていた、小売でも大きな問題がやっぱりリバースロジスティクス

で、店から空の台車を回収するとか、あと、返品商品を回収するとか、こういったことが減

らせれば、行きの積載率は当社でも８０％以上あるんですけれども、帰りの積載率が低いの

で、トータルとして半分になってしまうというようなことが課題と思っておりますので、そ

の辺り。 

 ちょっと取り留めもなくなっちゃったんですけれども、拠点を配置していくときには、さ

っきの建築費もそうなんですけれども、ＤＸもすごい投資金額になります。建築コスト、Ｄ

Ｘの投資含めて配送効率を上げてペイできるかということで、ペイできなければ、やはり判

断としてやめる会社も多く出てくると思うので、この辺りの固定費の抑制の仕方も国のほ

うの補助を含めて検討いただければありがたいなと思います。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。それでは、味水委員、お願いいたします。 

【味水委員】  ありがとうございます。流通経済大学の味水です。これはコメントですけ

れども、ＫＰＩについて３点申し上げたいと思います。 

 これまでの委員がおっしゃっていたことと重なるところですけれども、バランスを御検

討いただきたいというのが１つ目です。４番で標準化とかＤＸの話がないといったものは、

これから検討されるということだと思います。２番で商慣行に関する指標がないというの

も、今後検討が必要だろうと思います。 

 また、２点目として、配置が違うのではないかと感じるところがあります。トラックの積
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載効率は、確かにいろいろなところに出てくるんですけれども、物流効率化と考えれば、１

番目の項目に入ってくるのではないか。ほかの項目も同様にあろうかと思います。 

 最後に、３点目として、今までの議論に大分関連するんですが、各項目においてとても重

要なことは様々にあるんだと思うんですね。それぞれにパフォーマンスインディケーター、

ＰＩがあって、その多数に及ぶＰＩの中の重要なキーとなるものがＫＰＩと考えれば、先ほ

ど課長からこれまでの大きな政策の中で示されているものをベースとしていると言われて

しまうとなかなか難しいところはあろうかと思うんですけれども、真に各項目、１から５番

の項目において重要なものは何なのかと。時間的な制約もあろうかと思いますが、できれば

ＰＩというものがどういうものがあって、その中で真に重要なものとしてＫＰＩという選

定も考えていくといった検討も、できる範囲で行っていただけるとよろしいのかなと感じ

ました。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、お答えのほうお願いいたします。 

【髙田物流政策課長】  最後、味水委員がおっしゃったことはそのとおりだと思います。

これは主なということで出させていただいています。このバランスが正というよりは、今の

時点で大事だと思うもの、それから一定の目星といいますか、そういったものがあるものを

出させていただいているという意味で、４番のほうで標準化だとかＤＸの関係がないとい

うのはまだいろいろやっているというところでありますし、そういったものであります。表

現の仕方なり工夫をしていきたいと思います。ＫＰＩのゴールは恐らく閣議決定のほうに

なると思いますので、どういう形の整理ができるか、持ち帰らせていただいて検討したいと

思います。 

 ほかの委員から、政策的な御意見もいただきました。二村委員のアウトプット・アウトカ

ムの話だとか、ドローンの関係の政策なんかは政府内でもよく確認なり相談なりをしなが

らやっていきたいと思います。 

 物流拠点の話は、我々も拠点の関係は大事だということで、年度末には税制のほうも認め

られて、また、いろいろな法律なんかも考えていこうということでやっておりますので、そ

の辺りは引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。私、座長としてではなく、一委員として、この
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ＫＰＩに関して少しコメントさせていただきます。現大綱のＫＰＩの進捗状況を見ると、３

番目の評価が多くて、必ずしも達成できていないじゃないかという御指摘もあったわけで

すけれども、それでは、５年先の目標に関してクリアできるように低めに設定するのですか

ということになりますけれども、私はそうは思いません。２年前から改正物流法、トラック

新法、下請法改正と次々と規制制度を導入して、今まさにそういう成果が出つつあるわけだ

と思うんですね。ですから、ぜひ志を高く持って、「責任と覚悟」を持って設定していただ

きたいと思います。これは個人的なコメントです。 

 今日もたくさん御意見をいただきました。ＫＰＩに関してもいろいろなアイデアをいた

だきました。今後事務局にあっては、いろいろな予算との関係とか、これまでのＫＰＩとの

関係とか、検討しなければいけないことがあります。ＫＰＩは政府の責任で行うものですか

ら、今日皆さんからいただいた意見を参考にして検討をお願いします。どうもありがとうご

ざいました。 

 それでは、２月にあと１回検討会を開催します。最後もぜひ御出席賜りますようよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

【林田課長補佐】  ありがとうございました。最後に事務連絡だけさせていただきます。 

 本日の議事録に関しましては、事務局で作成の上、構成員の皆様に御確認いただいた後に、

国交省、農水省、経産省のウェブサイト上で公表いたします。よろしくお願いいたします。 

 また、第９回検討会の日程につきましては、資料３でお示ししていますとおり、２月中を

目途としておりますので、具体的な日程はまた別途御連絡いたします。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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